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２０２０年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定の制定 

※下線部分：変更箇所 

２０２０年規定 ２０１９年規定 

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０２０年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

て優秀な成績を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ジム

カーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「ＦＩＡのＦＩＡ国際

モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規

則およびその細則（本選手権規定およびスピード競技開催規定を含む）な

らびに当該選手権競技会特別規則」に従って開催される。

第１条～第２条 （略）

第３条 選手権競技会の数 

１．全日本ジムカーナ選手権競技会の最大開催数は８大会、全日本ダー

トトライアル選手権競技会の最大開催数は８大会とする。 

なお、国内スポーツカレンダー登録規定の行政区画による地域毎に

１競技会の開催を原則とする。 

２．地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技会は、各々最大開催

数を１０大会とする。 

第４条～第１１条 （略） 

第１２条 選手権の部門およびクラス区分 

１．日本ジムカーナ選手権

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０１９年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

て優秀な成績を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ジム

カーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「ＦＩＡのＦＩＡ国際

モータースポーツ競技規則およびその付則に準拠したＪＡＦの国内競技規

則およびその付則（本選手権規定およびスピード競技開催規定を含む）な

らびに当該選手権競技会特別規則」に従って開催される。

第１条～第２条 （略）

第３条 選手権競技会の数 

１．全日本ジムカーナ選手権競技会の最大開催数は１０大会、全日本ダ

ートトライアル選手権競技会の最大開催数は１０大会とする。 

なお、国内スポーツカレンダー登録規定の行政区画による地域毎に

１競技会の開催を原則とする。 

２．地方ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技会は、各々最大開催

数を１０大会とする。 

第４条～第１１条 （略） 

第１２条 選手権の部門およびクラス区分 

１．日本ジムカーナ選手権
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１）全日本ジムカーナ選手権： 

（１）部門： 

全日本ジムカーナ選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分

類に基づき、ＰＮ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、ＳＣ部門およびＡＥ

部門の４部門で構成される。 

（２）クラス区分： 

ＰＮ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、ＡＥの各部門は、下記の通りクラ

ス区分される。 

スピードＰＮ車両部門：（略） 

スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門： 

クラス１：気筒容積 1600cc 以下の前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。

クラス２：気筒容積 1600cc を超える前輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車

両。 

クラス３：後輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。 

クラス４：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。

スピードＳＣ車両部門：（クラス区分なし）  

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 

  ２）（略） 

２．日本ダートトライアル選手権 

１）全日本ダートトライアル選手権： 

（１）部門： 

全日本ダートトライアル選手権の部門は、第１１条「参加車

両」の分類に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ・ＳＡＸ部門、

ＳＣ部門、Ｄ部門およびＡＥ部門の６部門で構成される。

（２）クラス区分： 

ＰＮ、Ｎ、ＳＡ・ＳＡＸ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥの各部門は、下記

１）全日本ジムカーナ選手権： 

（１）部門： 

全日本ジムカーナ選手権の部門は、第１１条「参加車両」の分

類に基づき、ＰＮ部門、ＳＡ部門、ＳＣ部門およびＡＥ部門の４

部門で構成される。 

（２）クラス区分： 

ＰＮ、ＳＡ、ＳＣ、ＡＥの各部門は、下記の通りクラス区分さ

れる。 

スピードＰＮ車両部門：（略） 

スピードＳＡ車両部門： 

クラス１：気筒容積 1600cc 以下の前輪駆動のＳＡ車両。 

クラス２：気筒容積 1600cc を超える前輪駆動のＳＡ車両。 

クラス３：後輪駆動のＳＡ車両。  

クラス４：４輪駆動のＳＡ車両。 

スピードＳＣ車両部門：（クラス区分なし）  

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 

  ２）（略） 

２．日本ダートトライアル選手権 

１）全日本ダートトライアル選手権： 

（１）部門： 

全日本ダートトライアル選手権の部門は、第１１条「参加車

両」の分類に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、ＳＡ部門、ＳＣ部門、

Ｄ部門およびＡＥ部門の６部門で構成される。

（２）クラス区分： 

ＰＮ、Ｎ、ＳＡ、ＳＣ、Ｄ、ＡＥの各部門は、下記の通りク
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の通りクラス区分される。 

スピードＰＮ車両部門： 

クラス１：気筒容積 1600cc 以下の２輪駆動のＰＮ車両。 

クラス２：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動（ＦＦ）のＰＮ

車両。 

クラス３：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動（ＦＲ）のＰＮ

車両。 

スピードＮ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＳＡ・ＳＡＸ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。

クラス２：４輪駆動のＳＡ・ＳＡＸ車両。

スピードＳＣ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＣ車両。 

クラス２：４輪駆動のＳＣ車両。 

スピードＤ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 

  ２）（略） 

第１３条 参加資格 

当該年度有効な競技許可証所持者とする。

第１４条～第２４条（略） 

ラス区分される。 

スピードＰＮ車両部門： 

クラス１：気筒容積 1600cc 以下の２輪駆動のＰＮ車両。 

クラス２：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動（ＦＦ）のＰＮ

車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年または、ＪＡ

Ｆ登録年が２０１２年１月１日以降の車両。 

クラス３：気筒容積 1600cc を超える２輪駆動（ＦＲ）のＰＮ

車両のうち、ＦＩＡ／ＪＡＦ公認発行年または、ＪＡ

Ｆ登録年が２０１２年１月１日以降の車両。 

スピードＮ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＮ車両。 

クラス２：４輪駆動のＮ車両。 

スピードＳＡ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＡ車両。

クラス２：４輪駆動のＳＡ車両。

スピードＳＣ車両部門： 

クラス１：２輪駆動のＳＣ車両。 

クラス２：４輪駆動のＳＣ車両。 

スピードＤ車両部門：（クラス区分なし） 

スピードＡＥ車両部門：（クラス区分なし） 

  ２）（略） 

第１３条 参加資格 

当該年度有効なＪＡＦ競技許可証所持者とする。

第１４条～第２４条（略） 
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第２５条 車両変更 

１．参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを

得ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。

２．車両変更は同一部門同一クラスであること。 

３．車両変更申請は当該競技会の公式受付（参加確認受付）終了までと

する。

第２６条 ドライバーズブリーフィング 

１．競技長は競技開始前に競技会審査委員会の出席を得てブリーフィン

グを開催する。

２．ドライバーはブリ－フィング開始から終了まで出席していなければ

ならない。開始から終了まで出席しなかった場合は再ブリーフィング

を受けなければならない。

第２７条～第３１条（略）

第３２条 競技車両のパドック待機 

１．競技車両は、車両検査終了後から正式競技結果発表までの間は、指

定駐車待機場所で保管されているものとする（コースを走行中または

走行のための移動を除く）。 

２．パドック待機中の競技車両はタイヤ交換および空気圧調整、プラグ交

換、Ｖベルト交換（調整）、車高調整、ショックアブソーバーの減衰力

調整、空力装置の調整作業を除き、変更、交換作業を行う場合は、事

前に技術委員長の許可を得ること。

第３３条～第３７条（略）

第２５条 車両変更 

１．参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、破損等やむを

得ない事情がある場合のみとし、競技会審査委員会の承認を得ること。

２．車両変更は同一部門同一クラスであること。 

３．車両変更申請は当該競技会の参加確認受付終了までとする。

第２６条 ドライバーズブリーフィング 

１．競技長は競技開始前に競技会審査委員会の出席を得てブリーフィン

グを開催する。

２．ドライバーはブリ－フィング開始から終了まで出席していなければ

ならない。遅刻を含みこれに違反した場合はペナルティーの対象とな

る。

第２７条～第３１条（略）

第３２条 競技車両のパドック待機 

１．競技車両は、車両検査終了後から正式競技結果発表までの間は、指

定駐車待機場所で保管されているものとする（コースを走行中または

走行のための移動を除く）。 

２．パドック待機中の競技車両はタイヤ交換、プラグ交換、Ｖベルト交換

（調整）の軽微な作業を除き、調整、変更、交換作業を行う場合は、

事前に技術委員長の許可を得ること。 

第３３条～第３７条（略）
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第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０２０年１月１日から施行する。 

ただし、第６条３．、第１２条１．２）（２）②Ｃ．および第

１２条２．２）（２）②Ｃ．については、２０１９年６月１日

から施行する。 

以上

第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０１９年１月１日から施行する。 

ただし、第６条３．、第１２条１．２）（２）②Ｃ．および第

１２条２．２）（２）②Ｃ．については、２０１８年６月１日

から施行する。 

以上


